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第第第第    ６６６６    回回回回    第第第第    ２２２２    農農農農    地地地地    部部部部    会会会会    議議議議    事事事事    録録録録    

 

日      時  平成２７年６月１９日（金）午後２時００分 

 

場      所  津市白山庁舎 ２階 ２０５会議室 

 

出 席 部 会 委 員  25伊藤
い と う

 武則
たけのり

・27大井
お お い

 一司
か ず し

・28鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

・29田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

 

30諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

・31上川
うえかわ

 洋文
ひろふみ

・32田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

・33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

35池田
い け だ

 昌司
ま さ し

・36井谷
い た に

 功
いさお

 ・37岸野
き し の

 隆夫
た か お

・38中川
なかがわ

 和雄
か ず お

 

39藤田
ふ じ た

  武
たけし

・40結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

・47中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

 

                                    以上１６名 

 

欠 席 部 会 委 員  26稲葉
い な ば

 和久
かずひさ

 

 

出席部会員外委員  34浅井
あ さ い

 競
きそお

 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  奥野事務局長・鈴村事務局次長・大原主査 

 

総 合 支 所   久居：加賀担当副主幹 一志：片山担当主幹 白山：前田担当副主幹 

          美杉：前山主査 

 

議 事 録 署 名 者  ２７大井
お お い

 一司
か ず し

・３６井谷
い た に

 功
いさお

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 時効取得による所有権の移転について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・賃貸借） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第６号 非農地証明願について 

 議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

       について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   第６回第２農地部会を開きます。 

本日、稲葉委員が欠席ですので、よろしくお願いします。 

議事録署名委員に指名させていただきます。２７番 大井委員・３６番 井

谷委員、ご両人よろしくお願いします。 

本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとお

りでございますので、よろしくお願いいたします。 

まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号から報告第４

号につきまして、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

番号１から３で、合計で件数は３件、面積は５，６４８㎡で、その内訳で田

が５，２７１㎡、畑が３７７㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

２ページから５ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

番号１から７で、５ページになりますが、合計で件数は７件、面積は    

２６，８２０㎡で、その内訳は田が２１，３２０㎡、畑が５，５００㎡でござ

います。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

６ページをお願いいたします。 

報告第３号農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでございま

す。 

番号１、番号２は、一般個人住宅用地。番号３は、倉庫用地。番号４は、共

同住宅及び駐車場用地、件数はこの４件で、面積は９２２．５２㎡、このうち

田が５３．５２㎡、畑が８６９㎡でございます。 
７ページをお願いいたします。 

報告第４号 時効取得による所有権の移転についてでございます。 

番号１、権利者     、申請地面積、田で３５０㎡、取得年月日が平成

１７年２月２日でございます。 

権利者は、当該土地を２０年以上にわたり管理しておりまして、取得時効が

完成しております。 

件数はこの１件でございます。 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

事務局からの報告がありましたとおりでございますので、よろしくお願いし

ます。 

それでは、議案事項に入らせていただきます。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）を議題とします。事務局、報告願います。 
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事 務 局   それでは、８ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人     、面積 １８，９６５㎡、渡人   、

面積 ３，４８４㎡、申請地 戸木町北興    、台帳地目・現況地目とも

田で、面積 ６３㎡です。 

       これにつきましては、受人は、耕作が不便である渡人から申請地を譲り受け

営農を拡大するものです。 

       番号２、地区 川口、受人     、面積 １，０１７㎡、渡人    、

面積 ６，７８７㎡、申請地 一志町井生山脇    、台帳地目・現況地目

とも田で、面積 ３，０８７㎡外４筆で、合計面積 ６，３７９㎡です。 

       これにつきましては、受人は、遠方のため耕作が不便であります渡人から申

請地を譲り受け営農を拡大するものです。 

       番号３、地区 大三、受人     、面積 ２３，０１９㎡、渡人   、

面積 ６，５７７㎡、申請地 白山町岡谷ノ垣内    、台帳地目・現況地

目とも田で、面積 １，６４１㎡外１筆で、合計面積 ２，０１８㎡。 

       これにつきましては、受人は、安定した経営を続けるため、借入地の所有権

を渡人から取得するものです。 

       番号４、地区 大三、受人     、面積４，５５９㎡ 渡人     、

面積 １，６０３㎡、申請地 白山町岡口堂谷    、台帳地目・現況地目

とも田で、面積 ６２４㎡外１筆で、合計面積 １，６０３㎡。 

       これにつきましては、受人は、自作地に近く耕作に便利であることから、労

力不足のため離農する渡人から申請地を譲り受けるものです。 

       以上、件数は４件で、合計面積は１０，０６３㎡、この内訳は田が    

 ９，６８６㎡、畑が３７７㎡でございます。 

       いずれの案件も、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、

地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見

をお伺いしたいと思います。１番、お願いします。 

 

大井委員   ２７番、大井です。番号１は、１５日の午前中に地区委員と現地確認に行っ

てまいりました。 

場所は久居の戸木町にあります、    のちょうど北側、裏側のところで、

小さい区画がたくさんあり、耕作放棄されたところもあります。今回、この譲

り受けられる    の作業小屋と、育苗ハウスのある前でして、特に問題は

ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番、池田です。番号２は、１５日に地元委員と事務局で現地を確認しま

した。場所は、久居美杉線を一志町方面を向いて行きますと、ちょうど   の

手前ぐらいに    がございまして、それを越えて、旧道との間ぐらいにあ
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ります。 

それから、大廣というところは、    を越えて、左に    へ入って

いく集落にございます。もう１カ所は久居美杉線を走りますと、    がご

ざいます。道の北側でございます。農業については、倉庫も持って、全部やっ

てみえますので、事務局の説明どおり何も問題がないかと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３、４とお願いします。 

 

井谷委員   ３６番、井谷です。場所は、番号３番は国道１６５号沿いに、    の道

を挟んで上っていく、西に、青山を向いて右側に駐車場があるんですが、その

駐車場を取り囲むような形でのこの場所なのでございます。内容的には事務局

の報告どおりであります。 

番号４番は、    のその北側に    があります。それをちょっと上

ったところに左側に    がありまして、その右側が谷になっている、谷の

入り口のところで、この田んぼが存在しております。内容については事務局の

報告どおりだと。現地確認に何ら問題はないということで、以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意

見をお伺いしたいと思います。いかがですか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきました議案第１号に

ついて、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   それでは、９ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 久居、申請者     、申請地 久居明神町藤山    、

台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ３５３㎡です。 

       これにつきましては、申請地を駐車場及び資材置場用地とするものです。 農

地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 川合、申請者     、申請地 一志町八太鮫    、

台帳地目・現況地目とも田で、面積 １０２㎡。 

       これにつきましては、申請地を自家用車など３台分の駐車場用地とするもの

です。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 高岡、申請者     、申請地 一志町高野下    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ３０７㎡。 
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       これにつきましては、平成５年ごろ、申請地に農業用倉庫を建築されており

まして、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区

分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 川口、申請者 亡き    相続人    、申請地 白山

町川口大廣    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ３０５㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は、９０．１８㎡で、土地が不整形でありますことから転用面積の 

 ３０％の利用率ということになります。農地区分は、第２種農地と判断され

ます。 

       以上、件数は４件、合計面積は１，０６７㎡、この内訳としまして、田が 

 １０２㎡、畑が９６５㎡でございます。 

       いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件の全

てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち合っていただ

きました地元委員のご意見をお伺いします。１番、お願いします。 

 

鈴木委員   ２８番、鈴木です。番号１は、１５日に地元委員と事務局で現地確認に行っ

てまいりました。場所は    があります。それの道を挟んで真東側です。

そして、北側は以前    になっていまして、現在はソーラー発電が設置し

てありました。その南側で、場所は、本人さんは愛知県ということですけど、

土日にはこちらへ帰ってみえて、その近くに畑もありますし、自宅もあります

ので、そこで農業をやって、そして機械とかを置く場所がないので、ここへ資

材倉庫を建てたいということです。詳細については事務局の説明どおりですの

で、よろしくご審議お願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、お願いします。 

 

田中委員   ３２番、田中です。番号２は、１５日に委員３名と事務局２名で現地確認を

行いました。場所は、川合高岡駅の東側、    の西側３００ｍのところで

ございます。細部につきましては、事務局説明のとおりですので、ひとつよろ

しくお願いします。 

       番号３番の高岡ですが、これにつきましても１５日、委員３名と事務局２名

で現地確認を行いました。場所につきましては、高野地区という地区の一番東

側に    というお寺があります。その５０ｍほど東に行ったところが現地

でございます。内容については、事務局説明どおりですので、ひとつよろしく

ご審議をお願いしたいと思います。 

 

議  長   ４番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番、池田です。番号４は、場所的には、先ほど言いました    の入

り口のところから左へ入って５００ｍぐらい入ったところで、ちょうど集落の

真ん中ぐらいです。右側には、    が見えるところでございます。ちょう

ど集落の真ん中ぐらいで、道の下というところに位置している場所でございま

して、問題は何もないと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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議  長   ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご

意見をお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第２号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   １０ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居明神

町狹見山    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ２４２㎡です。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、分家の一般個人

住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 榊原、受人     、渡人     、申請地 榊原町垣

内    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ３４０㎡外３筆で、合計面

積 １，０５０．３９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、一般個人住宅、

駐車場及び進入路用地とするものです。 

       なお、申請地は、平成２６年４月に渡人が取得したもので、早期の転用に当

たりますが、獣害で苦慮していたところ、受人から、帰郷して２世帯住宅を建

てたいとの要望があったということで、この度の申請を行うこととなったとい

う理由書が提出されております。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 榊原、受人     、渡人     、申請地 榊原町上

ノ垣内    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ３７０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、駐車場及び物置

用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号４、地区 川合、受人 株式会社     代表取締役     、渡人

    外２名、申請地 一志町八太鮫    、台帳地目・現況地目とも田

で、面積 ６３４㎡外２筆で、合計面積 ２，４８０㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、９区画の建売分

譲住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号５、地区 川合、受人     、渡人     、申請地 一志町八

太鮫    、台帳地目・現況地目とも田で、面積 ３９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、自家用車の駐車

場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号６、地区 川合、受人 有限会社     代表取締役     、渡人
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    、申請地 一志町小山鳥居ノ本    、台帳地目・現況地目とも畑

で、面積 ４０㎡外１筆で、合計面積 ２３４㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、建売分譲住宅用

地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号７、地区 倭、受人     、渡人     、申請地 白山町南出

東兵司    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ７７３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電施設

用地とするものです。パネル設置面積は１９４㎡。山林に接する日陰部分を避

けるため、転用面積の２５％の利用率という状況です。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

       以上、件数は７件で、合計面積は５，１８８．３９㎡、この内訳は、田が 

 ２，８８９㎡、畑が１，５８９㎡、その他、これは台帳地目が宅地や山林と

なっている農地ですが、これが７１０．３９㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち合っていただ

きました地元委員のご意見をお伺いしたいと思います。１番、お願いします。 

 

田口委員   ２９番、田口です。番号１は、１５日に地元委員５名と事務局と現地確認し

てまいりました。詳細は事務局の説明どおりです。 

場所は    から北へ約１ｋｍ、    から南へ８００ｍぐらいのとこ

ろです。何ら問題はないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。番号２、番号３とお願いします。 

 

伊藤委員   ２５番、伊藤です。番号２からお願いします。１５日に委員５名と事務局２

名で、それと午後から守山会長を初め、本庁から来ていただきまして、現地確

認行いました。 

場所は、    から白山方面へ向かうこと２ｋｍぐらい行きますと、   

    がありまして、その横に市道がありまして、その東側でございます。

事務局の説明どおり何ら問題ないと思いますので、よろしくご審議ください。 

       番号３は、これも地元委員と事務局で現地確認をしていただきました。場所

としましては、これも    から奥へ入ること、２ｋｍぐらい行きまして、

一ノ坂地区の中になります。事務局の説明どおり何ら問題はないと思いますの

で、よろしくご審議ください。 

 

議  長   ありがとうございます。では、番号４、番号５、番号６、お願いします。 

 

田中委員   ３２番、田中です。番号４につきましても、１５日、会長以下地元委員と、

事務局で確認をいたしました。 

場所につきましては、    の東、    の西になりますが、この場所

で、前回８月に    の案件がありました。その端でございます。細部の内

容につきましては、事務局説明どおりですので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 
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       番号５につきましては、４番と同じところでございまして、これについては

地元委員と事務局で現地を確認いたしました。細部につきましては事務局説明

どおりですので、よろしくお願いしたいと思います。 

       番号６は地元委員と事務局で現地確認をいたしました。一志嬉野線の 

    があるんですが、この北西側の場所でございます。１２月もこの渡人

の関係で、許可もいただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

細部については事務局説明どおりですので、よろしくご審議お願いします。 

        
議  長   ありがとうございます。７番お願いします。 

 

井谷委員   ３６番、井谷です。番号７は、１５日に地元委員と事務局で現場を見てきま

した。 

場所は国道１６５号をずっと大三から上っていただくと、    があるん

ですが、    の手前のカーブのところに    があるんですが、その東

側の道をちょっと細いんですけど、左へ入っていただきますと、南出という地

区に入ります。その集落の端のほうですが、場所的には家のあった東側で、山

林という報告がありました。 

畑ということで、非常に道が狭くて入りにくいところで、形も相当悪いです。

面積的には広いですが、先ほど報告ありましたように、パネルの設置面積割合

が低いということで、現況は高低差がありますが、整地はせず、そのままに張

るということであります。 

パネル設置面積が少ないと心配だということはありましたが、この譲受人に

ついては、許可いただいたら、早速に工事をするというお話を伺ってきました。

詳細は事務局の報告どおりでありますので、ひとつご審議よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ありがとうございます。ただいま地元委員より説明をいただきましたが、皆

さん方のご意見をお伺いしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、意見もないようなのでお諮りします。ただいま審議をいただきま

した議案第３号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については、許可することと決定

したいと思います。 

       続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・賃貸借権）を議題とします。事務局より説明願います。 

 

事 務 局   それでは、１１ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 久居、借人 有限会社    代表取締役     、貸人 

    １名、申請地 戸木町高川原    、台帳地目・現況地目とも畑で、
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面積 ３６６㎡外２筆で、合計面積が１０，３２９㎡です。 

       これにつきましては、借人は、貸人と１年間の賃貸借契約を締結し、申請地

を砂利採取用地及び資材置場用地として一時転用するものです。農地区分は、

農業振興地域の農用地区域内になります。 

       件数はこの１件で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会って

いただきました地元委員のご意見をお伺いします。 

 

大井委員   ２７番、大井です。１５日に、午前中は地元委員、午後は本庁の方、それと

会長、部会長にも現地確認していただきました。場所は久居から高岡のほうを

向いて下って、小戸木橋の手前に、高速道路の向こう側に    があります

けど、その    のちょうど西側に当たるところで、一昨年までも    が

資材置場として一時転用して使ってました。 

それで、この一番広い８反分ぐらいですかね。ここは、以前は    が杉

や桧の苗木を作っていたところで、周りの水田よりは２ｍぐらい高くなったと

ころです。 

今回の許可申請は、三重県へ認可も提出し、書類も全部出てますので、特に

問題はないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方

のご意見をお聞きしたいと思います。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第４号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については、許可することと決定

したいと思います。 

       続きまして議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

（農業委員会許可・使用貸借）を議題とします。事務局説明願います。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 榊原、借人     、貸人     、申請地 榊原町前

興    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積１１２㎡ 外１筆で、合計面

積 ２３７㎡です。 

       これにつきましては、借人は申請地に２０年間の使用貸借権を設定し、太陽

光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は１６０．２３㎡、転用面積

の６７％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       件数はこの１件で、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明ございましたが、現地立ち合ってい

ただきました地元委員のご意見をお伺いします。 

 

伊藤委員   ２５番、伊藤です。番号１は、２５日に地元委員と事務局で現地確認を行い

ました。 

場所は、    から白山方面へ向かうこと２ｋｍぐらい行きますと、 

    があります。その隣の市道を上ること、２ｋｍぐらい行きますと現地

です。事務局の説明どおり何ら問題ないと思いますので、よろしくご審議くだ

さい。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。地元委員より説明がございましたが、皆さん

方のご意見をお伺いしたいと思います。いかがですか。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、議案第５号については、許可することと決定し

たいと思います。 

       続きまして、議案第６号 非農地証明願を議題とします。事務局、説明願い

ます。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

       議案第６号 非農地証明願についてでございます。 

       この番号１の１件ですけども、先日取り下げが申請されております。今回の

ご審議からは申しわけありませんけど、抹消のほうをお願いしたいと思います。 

       以上です。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。議案第６号は抹消ということでよろしくお願いしま

す。 

       続きまして、別冊としてお配りいたしました議案第７号 農地法経営基盤強

化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題とし

ます。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画のほうをごらんいただきますようにお願いし

ます。 

       表紙の次のページで、地区別の集計表のほうをごらんいただきますようお願

いします。地区別に、下の合計欄のところで説明をさせていただきます。 

       まず久居地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借、所有権移転で   

 ２２，４４２㎡、畑の賃貸借、使用貸借で５，６５１．９６㎡、契約件数は

  １５件でございます。 

       一志地区につきましては、田の賃貸借、所有権移転で４０，４４１㎡、畑の
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使用貸借で１，９７７㎡、契約件数は４４件でございます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で６，０７５㎡、契約件数

は４件でございます。 

       美杉地区につきましては、田の賃貸借で３４３㎡、契約件数は１件でござい

ます。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせまして 

 ６９，３０１㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせまして 

７，６２８.９６㎡で、合計契約件数は６４件、合計面積は７６，９２９.９６

㎡となっております。 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積につきましては、久居地区が３件、一志地区が

２１件、白山地区が１件、美杉地区１件、合計で２６件、合計面積で    

 ４６，９０３㎡でございます。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明が終わりましたので、皆さん方のご意

見がありましたらお聞きしたいんですが。よろしいですか。 

 

部会委員  ＜一同 はい＞ 

 

議  長   それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました議案第７号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号については適正であると認め、市

長に進達することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議は全て終了いたしました。あり

がとうございます。 

                                午後２時２８分 

 

 

上記は、第６回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２７年６月１９日 

 

 

議    長              
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